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千葉より当事業部の実施する事業に格ЯIり のご高配を,易 り.厚 く御′L申 し上げ

ます。

この度.医療事故情報|1蝶等事業において収集 した情報のうち.特に周知す

べき情報を取りまとめ. 12月 15口 に「医療安全情報 N。.169」 を当事業

参加登録医療機関並びに当事業参加登録医療機関以外で希望する病1党に提供い

たしましたのでお,iらせいたします.

なお.こ の医療安全情報を含め報告書.年報は.当 事業のホームページ

(http:/ムvl med― safe.jp/)に も掲載いたしておりますので.賛管下1玉療機

関等に周知いただきご活用いただければ大変■いに存します.

今後とも有用な情報提■となるよう医療安全情報の内容の充実に努めてまい

りますので.イ可■ご理解.ご脇力のほど宣しくお腋い中し上げます。
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リクシアナ錠

フロセミド掟

入院時.持参葉鑑別書の情報や確認が不足したことにより、持参薬の処方内容を

継続するための処方・指示が漏れた事例が9件報告されています(集計期間:20iフ年

i月 1日～2020年 10月 31日 )。 この情報は.第6]回 報告書「分析テーマ」で

取り上げた内容をもとに4成しました。

悧 師は.思者が持参していなtヽコ密刹があることに気付
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輌 はヽ 参栞鑑別iが作成される前に処方した

・医師は.持参葉鑑別]が病棟に届くのが遅いため.確目

しなかつた

警 葉鑑別書の内容を見落とした
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要因
処方・指示が

漏れた薬剤名'

※規格墟
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除いて掲れ ています.

●|.多薬錯別
=は

[療機関によって,.寄串確認書.1寺参葵報告書など1肢々な名称が用いられています.
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持参薬の処方内容を継続する際の
処方。指示漏れ

持参薬の処方内容を継続するための処方。指示
が漏れたことにより、患者に影響があつた事例
が報告されています。
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持参薬の処方内容を継続する際の処方・指示漏れ

患者は心房細動のためリクシアナ掟を服用していた.入院時.薬剤師は思者が持参

した菜剤を持参薬鑑別書に登録したが.患者が持参していなかったリクシアナ錠に

気付かなかった。医師は.持参栞鑑別書を確認して処方した。フ曰後.下肢に動脈

血栓症を記め、リクシアナ錠の処方が漏れていたことわ`中明した。

患者は慢性心不全のためフロセミド錠を服用していた。入院時.医師は持参薬鑑別書

による報告を待たすに薬剤を処方し.その際、フロセミド錠の処方が漏れた。その後 .

薬剤部での持参薬の鑑別が終了し、持参薬鑑別書が作成された。処方された薬剤が

病棟に届いた際.漏れがないか誰も確認しなかった。フロセミド錠を服月じなかつた

ことで憲者の心不全が悪化した。

※この広警安全情報|=.医黎事故情報収彙等,菜 (厚生労昴彗綺助季茉)において1'■された

'睦
もとに.本事来の ‐環と

して総合評価椰会委員の意見に基づき.医療事故の発生予防.:[発 防止のために作成されたものです.

本■泰の趣旨等のii椰については

“

事栞ホームページをご菫ください.htl,‐ ′ん、w¨●d^だoll′

※この■難の作成にあた,.:,蔵時における正確社について|=万全を,uしてお
',ま

すが.その内容を11来にわた,屎証するもの

ではあ,ません.

※この情報は√ 機従事者の,'量を制限した,.医撲従事者に業務や責任を碑す|1的で作成されたものではありません.
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事例が発生した医療機関の取り組み

・患者が持参した藁剤だけでなく.薬歴が分かる複数の情報で現在

服用中の案剤を確認する。

・医師は、持参薬鶴刷書を確認して処方や指示をする。

・多職穂で持参薬の経統や中止の確露:ができる]1組みを構築するl

上記は一コ1です。自施設に合った取り組みを検討してください.
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